
無料相談会
マンション管理士による

無料相談会

神奈川県マンション管理士会

（１）管理組合の運営全般
（２）管理規約の見直し
（３）長期修繕計画の策定・見直し
（４）大規模修繕工事の実施など

平成15年6月8日(日)

http://kanagawa-mankan.org/

相談例：

マンシ
ョンの

悩みを

ズバリ
解決し

ます！


